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 就職や退職で社会保険に加入・脱退する場合は、「健康保険（国保、社会保険等）の切り替え」

が必要となります。万が一忘れてしまった場合は、医療費が全額自己負担になってしまいます。 

加入・脱退の際は忘れず手続きをお願いします！！ 

○ 国保加入・脱退の手続きはいつ、どこでできる？ 

 健康保険の切り替わる日から１４日以内にお願いいたします。 

１４日を過ぎても手続きはできますが、資格確認書が手元にない状態や、 

国保と社会保険等の二重加入になってしまう等の問題が発生しますので、早めの手続きをお願い

いたします。役場保健福祉課国保医療係で受け付けています。 

○ 国保加入手続きには何が必要？ 

 ①社会保険団体（もしくは勤めていた会社等）から発行される資格喪失証明書 

 （健康保険の資格喪失日がわかる書類、それが難しい場合は退職日がわかる書類） 

 ②マイナンバーのわかるもの 

会社等によっては、資格喪失証明書は申し出をしないと発行されない場合もありますので、資

格喪失が分かった時点で担当の方へ確認することをおススメします。 

○ 国保脱退手続きには何が必要？ 

 ①加入した社会保険等の資格確認書またはお知らせ書（扶養があれば、扶養者全員分必要） 

 （健康保険の加入日が分かれば、他の書類でも可） 

 ②使用していた国民健康保険資格確認書 

 ③マイナンバーのわかるもの 

 会社に就職した等、社会保険等へ加入した場合は、以上のものを持参のうえ手続きをお願いし

ます。会社等では国保の脱退手続きはしてもらえませんので、ご自身（またはご家族等）で手続

きをする必要があります。 

 

従来通り切り替えの手続きは必要ですが、マイナポータルでの再度の登録や変更は必要ありま

せん。手続き完了後情報が反映され次第、マイナンバーカードで受診することができます。また、

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の申請手続きをしなくても、高額療養費制度にお

ける限度額を超える支払いが免除されます。 

※ 電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限の２～３か月前に有効期限通知書が届き

ますので、役場税務住民課窓口でお手続きをお願いします。 

 

～今回のテーマ：健康保険の切り替えについて～ 

 

マイナ保険証をご利用ください 



 

 

 

 国民健康保険では、親元から転出した学生の方を対象に「学生特例（マル学）」制度が

あります。これは、国保の制度上、転出後に転出前の市町村の国保を継続することはでき

ませんが、学生のまま転出した場合は、転出前の世帯主の国保に引き続き加入することが

できるものです。 

 なお、学生特例を受ける場合は、学校の在学証明書や学生証など 

学生であることを証明するものが必要となります。 

 詳しくは、下記担当まで連絡をお願いいたします。 

 

 

 本紙では１年間生活習慣病について掲載してきました。生活習慣病は、 

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患

群」であり、発症しても自覚症状が少ないのに、命の危険を伴う危険な病気が多いことも

ご理解いただけたかと思います。 

 そして特定健診とは「40歳から74歳までの方を対象に、生活習慣病予防のためにメ

タボリックシンドロームに着目した健診」です。特定健診は生活習慣病予防のための健診

のため、より効果的に対策をとることができます。 

 １年に１回、１時間程度で終わる健診を受けるだけで、健康的で安心した生活を続ける

ことができますので、是非とも受診してください。 

 今年の特定健診は３月３１日まで、所定の医療機関に予約することで受けられます。ま

だ受診されていない方は、今からでも遅くありませんのでご予約ください。その他何かあ

りましたら下記へお問い合わせください。（※会社等へ 

お勤めの方は、お勤め先へお問い合わせください。） 

 

 

 

 
 

【 国保医療係からのお知らせ 】 








